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● ＣＭ７０５５、 ＣＭ７０６０、 ＣＭ７０６６、 ＣＭ７０７０

● ＣＭ７０７６、 ＣＭ７０８３、 ＣＭ７０８５

● ＣＭ７１０１、 ＣＭ７１０３、 ＣＭ７１０９、 ＣＭ７１１０

注 意

● 製品を使用する前に、構造、機能を理解し長期間効率よくご使用

いただく為に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

● この取扱説明書をいつでも使用できる様に手近なところに保管して

下さい。

！
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この取扱説明書では被害 ・ 損害の程度に応じて「警告」、「注意」の用語を用いる。

警告表示は安全作業のために重要な事柄です。人身事故や財物損害防止のための重要

な事項が記載されていますので、必ずよく理解してから使用して下さい。

定義は次のとおりです。

・・・・・取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う

危険の状態が生じることが想定される場合に使用する。

・・・・・取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷又は物的損害のみ

が発生する危険の状態が生じることが想定される場合に

使用する。

お買上げの製品や取扱説明書の内容等についてご質問がある場合は、お買上げの販売会社、

　この度はアルティア コンプレッサをお買い上げいただき、有難うございます。

コンプレッサを長時間効率よく安全にご使用いただくために運転を始める前に必ずこの取扱説明書

を注意深く読み、構造 ・機能を十分にご理解してから使用して下さい。

弊社製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械の操作やメンテナンスなどは十分な

空圧機器の知識を持った人が取扱って下さい。

商 品 の 確 認 ・・・・・1 制御機器の設定,及び調整

又は弊社迄問い合わせして下さい。

製造後 １５年以上経過した製品、または継続してご使用いただくには危険であると判断される

製品については、修理をお断りする場合があります。

この製品は日本国内用として製造していますので、海外での使用による事故については責任を

負いかねます。

注 意
取扱説明書、及び警告表示ラベル等は大切に使用して下さい。
万一紛失したり、ラベルの 破損、剥離又は退色した場合は速やかに
購入の上正しい保管、又は貼付して下さい。

目 次

安 全 上 の 注 意 ・・・・・1 保 守 ・ 点 検 ・・・・・12

各 部 の 名 称 ・・・・・2 故障の原因と対策 ・・・・・14

設 置 場 所 ・・・・・7 仕 様 ・・・・・15

配 管 ・・・・・8 関 連 法 規 ・・・・・16

配 線 ・・・・・8

注 意

試 運 転 ・・・・・10

警 告

警 告
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１．安全上の警告、注意、禁止、及び義務

２．商品の確認

お問い合わせ下さい。

圧縮機本体 (特にシリンダヘッド部) インタークーラ、吐出し管、原動機、
空気タンク等は運転中に高温になり接触すると火傷の原因になります。
高温部で作業をするときは元電源を遮断し圧縮機を停止させ冷えた後に
行って下さい。

● 商品についてご不明な点がございましたら、ご購入された販売会社または弊社迄
そろっているかご確認下さい。

● 形式 ・ 周波数などご注文の仕様通りであるかご確認下さい。
● 輸送中の事故などで、変形や破損したり、ボルト ・ ナット ・ ネジ類が緩んでいないか
ご確認下さい。

● 付属品 { 取扱説明書、第二種圧力容器証明書 ( 40 以上で法規適用分 ) } は、全て

「安全上の警告、注意、禁止、及び義務」 を逸脱した取扱いによって発生した事故の責任について
弊社は一切負いません。

警

告

注

意

禁
止

火災注意

潤滑油の劣化・不足による異常高温、誤使用、漏電 ・ 絶縁劣化など
定期点検・交換を実施しないと、火災の原因となります。
取扱説明書にしたがって点検は確実に行って下さい。

呼吸障害 ・ 吸込禁止

フライホイール、プーリ、Ｖベルト等回転部分に接触すると、巻き込まれる
おそれがあります。
点検、交換及び付近での作業をする時は、元電源を遮断し、完全に停止
してから行ってください。

巻き込まれ警告

感電警告

止め弁の解放、プラグ、安全弁等の取外し、急激な解放によるホースの
踊り、運転中に給油したりすると、飛散または噴出することがあります。
部品の取外し、点検は圧縮機の元電源を遮断し停止、残圧を完全に
抜いてから行って下さい。

爆発 ・ 破裂警告

電動機、電磁開閉器、圧力開閉器、電磁弁、配線などの電気品は感電
のおそれがあります。
点検や作業を行う時は、圧縮機を停止させ、必ず元電源を切って下さい。

非清浄な圧縮空気を直接吸引する呼吸器の機器には使用しないで下さい。
吸引すると人体に重大な障害を招く恐れがあります。

噴出 ・ 飛散警告

指定以外の潤滑油の使用・劣化等でシリンダヘッド・吐出管・空気タンク
入口部のカーボンの酸化熱のため発火・爆発の原因になります。
定期点検を確実に行って下さい。

高温部注意

！

！
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３．各部の名称

⑦ ⑧

① ③
② ④ ⑥

⑤

形式 ：ＣＭ７０５５

形式 ：ＣＭ７０６０

符号 部品番号 品 名

① KL170-3020 感電警告ラベル

② KL170-3090 呼吸障害・吸込禁止ラベル

③ KL170-3040 噴出・飛散警告ラベル

④ KL170-3070 火災注意ラベル

⑤ KL170-3030 爆発・破裂警告ラベル

⑥ CL180-4020 注意書ラベル (簡易形)

⑦ KL170-3060 高温部注意ラベル

⑧ KL170-3000 巻き込まれ警告ラベル
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⑦ ⑧

⑦ ⑧

① ③
② ④ ⑥

⑤

① ③
② ④ ⑥

⑤

形式 ：ＣＭ７０６６

形式 ：ＣＭ７０７６

-3-



⑦ ⑧

① ③
② ④ ⑥

⑤

① ③
② ④ ⑥

⑤

⑦ ⑧

形式 ：ＣＭ７０７０

形式 ：ＣＭ７０８３
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⑦ ⑧

① ③
② ④ ⑥

⑤

形式 ：ＣＭ７０８５
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⑦ ⑧

⑦ ⑧

⑦ ⑧

⑧⑦

① ③
② ④ ⑥

⑤ ① ③
② ④ ⑥

⑤

① ③
② ④ ⑥

⑤ ① ③
② ④ ⑥

⑤

形式 ：ＣＭ７１０１ 形式 ：ＣＭ７１０３

形式 ：ＣＭ７１０９ 形式 ：ＣＭ７１１０
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４．設置場所

１．室内で湿気の少ない場所に設置して下さい。

● 雨水や、湿気の多い所では、電気系統の事故や作動不良を起こす危険があります。

２． ●

３．周囲温度が ０℃ ( 凍結のないこと ) ～ ４０℃の場所に設置して下さい。

● ベルト側は壁に向けて設置し、

冷却効果を上げるため３０㎝

以上離して設置して下さい。

４．●

５．水平に設置し、車輪４個ともに床面に、接地するようにして下さい。

● 設置が不安定だと、異常振動や異音が発生する原因になります。ゴムや緩衝布を

● 傾斜は５°以下にして下さい。

敷くと安定し、防振効果にもなります。

注 意

近くに腐食ガスや可燃性ガス ( アセチレン、プロパンガス等 )
可燃物のない場所に設置して下さい。
不適当な場所では、破裂 ・ 爆発の原因となります。

注 意

ほこりやごみの少ない場所を選んで下さい。
鉄粉 ・ 石粉 ・ その他ゴミは吸込ろ過器のフィルタの目詰まり
を促し、性能低下や、又圧縮機の内部に異常摩耗を生じ事故
の原因となります。

30cm

以上

3
0c
m

以
上
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５．配管

６．配線

３．立上りの配管がある場合はドレン溜と、ドレン抜きを必ず設けて下さい。

１．鋼管で工場配管をする場合は、圧縮機とタンクの間にゴムホースまたは金属の
フレキシブルチューブを使用して下さい。
● 振動により配管に亀裂が生じることがあります。

２．ゴムホースは耐熱・耐圧用 ( JIS K6333 相当品 ) をご使用ください。
● 両端に使うネジ継手はホースメーカー指定のものをご使用ください。

● 電磁開閉器と電動機の間

● 直接配管するとドレンが逆流することがあります。

　　注　意
配線の設置は、法令および内線規程、電気設備技術
基準、電力会社の規則に従い、安全に十分注意して
適切に行って下さい。

１．配線容量
● 配線が長すぎたり、規定より細い場合は、電圧の低下で電動機が起動しなかったり、
焼損の原因となりますので注意して下さい。
( 配線の長さは、「内線規程」の 電線最大こう長表 を参考にし、適切に行って下さい )

２．電源コードの接続
● 接続が不十分だと欠相運転となり焼損事故の原因となりますので接続端子、プラグ
等の接続部の弛み、はずれがないようにして下さい。

３．進相コンデンサーを使用する場合

に入れて下さい。電源側
接続すると欠相の場合に
電磁開閉器のバタツキ
などが発生し、接点の焼付
の原因となります。
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電源および電動機の配線方法

空気圧縮機 (電磁弁方式)

● 漏電防止のため、アースは必ず取付けて下さい。
● 電源は必ず圧縮機１台ごとに漏電遮断器を通して接続して下さい。

電磁開閉器

圧力開閉器

電磁弁

電動機

電  源
R      S      T

OL

MC

漏電遮断機

配 線 アース線 手元ヒューズ 手元開閉器

2.2 1.6mm (2.0mm2) 2.0mm (3.5mm2) 40A 40A 40A

3.7 2.0mm (3.5mm2) 2.0mm (3.5mm2) 60A 60A 60A

5.5 2.6mm (5.5mm2) 2.6mm (5.5mm2) 75A 75A 75A

7.5 4.2mm (14mm2) 3.2mm (8.0mm2) 125A 125A 125A

11 4.2mm (14mm2) 3.2mm (8.0mm2) 125A 125A 125A

3相200Ｖ

出力
(kw)

電 源

配 線 容 量

定格電流
最 小 太 さ 容 量
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７．試運転

１．油面の確認

● 潤滑油を油面計の油面で確認し、不足の場合は補給して下さい。

２． ボルト ・ ネジの弛みの点検

● 輸送中の破損、変形がないか、各部のボルト ・ ネジの弛みがないか確認

して下さい。

３．回転方向の確認

● 数秒間回して回転方向を確認する。

● 回転方向はベルトガード上の矢印の方向です。

● 逆転している場合は３本の結線のうち、２本を入れ替えて下さい。

● 作業を行う時は、圧縮機を停止させ、必ず元電源を切って下さい。

４．圧縮機を１０分間程度回転させて下さい。

● 空気取出口の止め弁を全開にして下さい。

● 回転がスムーズで、異常な振動がないことを確認して下さい。

警 告

感電警告
電動機、電磁開閉器、圧力開閉器、電磁弁、配線等の電気品は
感電の恐れがあります。
点検や作業を行う時は、圧縮機を停止させ、必ず元電源を切って
下さい。

矢印

ベルトガード

1.5 1.2 

ＣＭ７１０９

1.4  

ＣＭ７０５５

ＣＭ７１０３

ＣＭ７０７６

1.1  

出 力 (kw) 形 式 全 量 交 換 量 出 力 (kw) 形 式 全 量 交 換 量

1.5  

2.2 1.2  

7.5
ＣＭ７０８３

ＣＭ７１１０

5.5
ＣＭ７０６０

ＣＭ７１０１

2.0  
ＣＭ７０６６

ＣＭ７０７０ 1.8  

11 ＣＭ７０８５
3.7

油面上限位置

油面下限位置

中心位置

全

量

交

換

時

必
要
量 円
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５．制御圧力の確認

● 止め弁を閉じて空気タンクの圧力が上昇するのを圧力計で確認して下さい。

規定の圧力で、圧力開閉器が作動することを確認して下さい。

● 止め弁を開いて空気タンクの圧力を徐々に下げて復帰圧力まで降下した時、

圧力開閉器が作動し、運転を再開することを確認して下さい。

● 作動圧力付近で、安全弁のスピンドルを引張って作動を確認して下さい。

６．潤滑油の充填

● 潤滑油は必ず 富士コンプレッサー 純正品を使用して下さい。
他の潤滑油を使用した場合の故障について、保証の対象外になることがあります。

● 潤滑油の交換は、保守･点検一覧表を参考に定期的に行って下さい。

注 意

　火災注意
不良潤滑油、油量不足、逆回転による冷却不足、Vベルトの弛み
によるスリップに起因する摩擦熱等は火災の原因となります。
点検は確実に行って下さい。
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８．保守 ・ 点検

● 次の点検項目は定期的の必ず実施して下さい。

使用条件により点検時期 (時間) は早めにして下さい。

　　注　意 点検の前には必ず警告ラベルを確認して下さい。

○は点検時期 ◎は点検及び交換時を示しております

※使用環境・状況により、点検時期 ・交換時期は異なります。使用状態が過酷な場合は点検間隔をはやめて下さい。

注１. 潤滑油は、富士コンプレッサー純正品を使用して下さい。不適当な潤滑油を使用すると性能が低下します。
注２. 潤滑油は、使用条件等で乳化 (白濁化)することがありますが、これは機械の故障ではありません。適時潤滑油を交換して下さい。
注３. 改造した仕様で絶対に使用しないで下さい。
注４. 爆発・破裂警告
注５. 分解及び部品交換はなるべく専門工場で行って下さい。

油 量 及 び
油 面 計 の 確 認

油面計の中央に保持、不足気味の場合は補充する。油面計は劣化し、
ひび割れ等によりオイル漏れが発生する場合があります。ひびが
生じましたら交換して下さい。
また３年に一度は交換して下さい。

○ ◎

潤 滑 油 交 換
潤滑油を全量交換し、クランク室、油面計の清掃を行う。
初回だけは１ケ月 (２００時間) 以内に全部抜き取り、新油を入れて下さい。

◎

制 御 機 器
( 圧 力 計 )

圧力計が0の時、指針は０を示しているか、誤差がないかを確認する。
異常のある場合は交換する。

○

制 御 機 器
( 圧 力 開 閉 器 )

圧力開閉器の動作を確認し、圧力計の最高使用圧力を示す朱線以上に
上がっていないか確認する。上がっている場合は、圧力開閉器の調整
もしくは交換を行う。

○

異 音
異 常 振 動

異音 (カンカン音や通常聞かれない音等) や異常振動が生じ、圧縮機が
揺れだしたら直ちに本機の運転を停止し、原因を取り除いてから運転を
再開する。

○

運 転 終 了
作業終了後運転スイッチを切り、空気タンク内の圧縮空気を放出して
下さい。

○

ド レ ン 抜 き
仕事が終わったら、空気タンク下部のドレンコックより、全部ドレンを抜いて
下さい。

○

樹脂製チューブ
コンプレッサに使用しています、樹脂製チューブ（パッケージ式の圧力計
接続に使用）は、３年毎に交換願います。

◎

吸込ろ過器の
フィルタ

エアー吹き、またはブラシ等で粉塵を除去。汚れがひどい場合は新品と
交換。

○ ◎

ボルト・ナット
・ネジ類の弛み

所定の工具で各部を増締め。 ○

ベルトのいたみ・
伸び

ベルトに痛みがある場合は交換。一本が痛んだ場合でも使用数全部交換。
ベルトの張り加減を確認し、伸びている場合は、電動機をスライドさせる。

○ ◎

圧縮空気の漏れ
最高圧力で３０分間放置し、圧力降下が最高圧力の１０％
(自動アンローダ式は１５％) 以内であるか確認してください。
上記以上の圧力降下がある場合は分解手入れか、新品と交換する。

○ ◎

ピストンリング・
シリンダ

リング外形部の傾斜面が残っていない場合は3本一組で交換し、
シリンダ摺動面に大きな傷がある場合は部品を交換する。

○ ◎

吐出管・空気弁の
カーボン

ブラシ等で傷をつけないように付着した炭化物を除去する。 ○

アンローダピストン 摺動部の磨耗の点検異常があれば新品と交換する。 ○

安 全 弁 動作と漏れの確認。動作不良、漏れがある場合は新品と交換する。 ○

空 気 タ ン ク

法令に従って自主検査を行い、記録を３年間保存する
　　１) 本体 (鏡板及び胴板) の損傷の有無
　　　   (亀裂及び変形)
　　２) ふたの締付ボルトの磨耗の有無
　　　　 (点検用マンホールのボルト)
　  ３) 管及び弁の損傷の有無
　　    (a) 安全弁は最高圧力付近で動作するか確認する。
　　　      異常のある場合は清掃又は新品と交換する。
　　    (b) 圧力０の時、指針がきちんと０を指しているか。
　　　      誤差が無いか確認する。
　　　      異常のある場合は新品と交換する。

○

点 検 項 目 要 領 ・ 処 理

点 検 整 備 時 間

随 時

( 毎 日 )

200

時 間 毎

( 1ヶ月)

1200

時 間 毎

( 6ヶ月)

2400

時 間 毎

( 1 年 )

7200

時 間 毎

( 3 年 )
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油面の確認

制御機器

ベルトの傷み・伸び

中心部を軽く押して10～15㎜程度

へこむ様に調整する。

９．制御機器の設定、及び調整

● 圧力開閉器の設定値

単位  MPa

● 安全弁の調整

安全弁は重要な安全装置のため、調整は専門工場で行って下さい。

●　ベルトに傷みのある場合は交換して下さい。
一本でも傷みがある場合は使用数全部を交換
して下さい。

警 告

爆発 ・ 破裂警告
指定以外の潤滑油の使用 ・ 劣化等でシリンダヘッド ・ 吐出管
空気タンク入口部のカーボンの酸化熱のため、発火 ・ 爆発の
原因となります。
定期自主検査を確実に行って下さい。

圧力開閉器の調整は必ず専門工場で行って下さい。
( 設定を変えられると保証の対象外になります。）
圧力開閉器は空気圧縮機を制御するための装置です。 吐出圧力を調整するには減圧弁
(別売) を使用して下さい。

電動機をスライドさせて調節して下さい。
ベルトの張り加減を確認し、伸びている場合は

それ以上に圧力を絶対に上げないでください。

● 圧力計・圧力調整弁・圧力開閉器・安全弁
など作業状態を確認し、圧力計の最高圧力を
示す朱線以上に上がっていないか調べて下さい。

● 運転前に必ず油量を確認すること。
油面計の円内に油面を保持し、油面が下限に
近づいたら補給して下さい。
油量が不足の場合は焼付き事故の原因となり、
多すぎても潤滑油の消費量が増えて油上がり
の原因となります。

中央

下限

作 動 圧 力
(圧縮運転を止める)

復 帰 圧 力
(圧縮運転を始める)

最 高 圧 力

圧 力 開 閉 器

1.4

1.4

1.2

朱線

圧力計
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１０．故障の原因と対策

● 故障かなと思われる前にもう一度ご確認下さい。

万一故障の場合は、下表を参考に点検して下さい。

　　注　意 ● 分解 ・ 修理は専門工場で行って下さい。
● 点検の前には必ず警告ラベルを確認して下さい。

故 障 の 状 態 原 因 対 策

部品の弛み 部品取付けネジの締めなおし

シリンダプーリのキーの弛み 締め付けるか、新品と交換

連接棒のボルトナットの弛み 締め付ける

軸受の不良 部品を交換

ピストンがシリンダヘッド、空気弁
に当たる。

パッキン交換または専門工場
で修理

アンローダからカタカタ音がする 圧力差調整ネジの調整

圧縮機本体内部の摩耗 修理

プーリのガタつき ハメ直し、または新品と交換

据付不良 水平に設置

空気弁の不良 分解手入れか、新品と交換

空気弁に異物付着 分解掃除

吸込口フィルタの目詰まり 掃除または新品と交換

アンローダ・圧力開閉器の
調整不良

調整する

安全弁からの空気漏れ 新品と交換

各締結部および配管の洩れ ネジの締めなおし

(ヘッド) パッキンの破損 新品と交換

ピストンリングの摩耗 新品と交換

ドレン抜きおよび止め弁の
締付け不良 締めなおし

圧力計不良 新品と交換

ベルトの滑り
電動機をスライドして強く張る、
または新品と交換

オイル掻きリングの摩耗 新品と交換

シリンダおよびピストンリング
の摩耗

修理または新品と交換

油もれ 修理する

コードの断線 修理または新品と交換

圧力開閉器の故障 新品と交換

電磁開閉器の不良 新品と交換

電動機の不良 新品と交換

電磁開閉器のサーマル
プロテクタ作動

原因を取除いてからリセット
ボタンにて解除

ヒューズの容量不足 規定のものと取替える

電圧が低い 電力会社に相談

圧力開閉器の動作不良 新品と交換

電線接続部の弛み 締めなおし

圧

縮

機

が

回

転

し

て

い

る

異 音 が す る

圧力が上昇しない、
または上昇に時間が
かかる

潤滑油消費量が多い

圧
縮
機
は
回
転
し
な
い

音 が 全 然 し な い

電 動 機 が う な る
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１１．仕　様

注意 ： 吐出空気量は最高圧力時に吐出空気量を吸込み状態 (大気圧)に換算した値です。
本仕様については、製品改良のため将来予告なしに変更することがあります。

シリンダ径×行程×シリンダ数 内容積 幅 奥行 高さ

kw      mm 　     mm min-1  /min MPa mm mm  mm mm mm kg

ＣＭ７１１０

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

7.5
(L) 90 × 80 × 2
(H) 75 × 80 × 1

890 730 600×870 300 1205×715×1880 424

ＣＭ７１０９

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

5.5
(L) 110 × 85 × 1
(H) 65 × 85 × 1

890 565 600×870 300 1180×655×1850 413

ＣＭ７１０３

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

3.7
(L) 90 × 85 × 1
(H) 50 × 85 × 1

890 380 600×700 250 1035×620×1570 328

ＣＭ７１０１

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

2.2
(L) 88.9 × 88.9 × 1
(H) 50.8 × 88.9 × 1

550 210 460×720 150 970×560×1555 203

ＣＭ７０８５

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

11
(L) 110 × 80 × 2
(H) 90 × 80 × 1

890 1050 460×1728 317 2030×625×1180 435

ＣＭ７０８３

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

7.5
(L) 90 × 80 × 2
(H) 75 × 80 × 1

890 730 460×1385 260 1685×605×1135 345

ＣＭ７０７６

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

5.5
(L) 110 × 85 × 1
(H) 65 × 85 × 1

890 565 460×1385 260 1685×605×1110 330

(L) 90 × 70 × 1
(H) 50 × 70 × 1

1055 390 460×1144 220 1445×595×1050 235

ＣＭ７０７０

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

3.7
(L) 88.9 × 76 × 2
(H) 50.8 × 76 × 2

520 360 460×1728 317 2030×620×1155 347

質量

内径×胴長

ＣＭ７０５５

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

圧

力

開

閉

器

式

1.5
(L) 88.9 × 88.9 × 1
(H) 50.8 × 88.9 × 1

380 (50Hz)
400 (60Hz) 175

1.4

340×990 99 1200×510×925 174

ＣＭ７０６０

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

2.2
(L) 88.9 × 88.9 × 1
(H) 50.8 × 88.9 × 1

432 (50Hz)
464 (60Hz) 210 386×1200 155 1440×560×1010 215

ＣＭ７０６６

‐ 000K (50Hz)

‐ 600K (60Hz)

3.7

形 式
制御
方式

電 動 機
定格出力

圧 縮 機 回転
速度

吐出し
空気量

最高
圧力

空 気 タ ン ク 外 形 寸 法
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１２．関 連 法 規

第二種圧力容器を使用する前に、必ず下記の事項を実施してください。

冷凍式エアードライヤには冷媒としてフロン類を使用しています。２００２年４月１日より

② ふたの締付ボルトの摩耗の有無

１． ボイラーおよび圧力容器安全規則　(第二種圧力容器)

第二種圧力容器の定義
ゲージ圧力 ０．２MPa以上の気体をその内部に保有する容器のうち次の
ものを言う。

(1) 内容積が ０．０４m3 (４０  )以上の容器
(2) 胴の内径が ２００mm以上で、かつその長さが １,０００mm以上の容器

【注意事項】

(1) 第二種圧力容器明細書は、紛失しないように大切に保管してください。
(2) 定期自主検査

１年以内ごとに１回、自主検査を行いその記録を３年間保存する。
① 本体の損傷の有無

昭和６２年７月７日政令第２５６号により、圧力 ４．９０MPa ( 50kgf/cm2 )以下の圧縮

③ 管及び弁の損傷の有無

２． 騒音規制法及び振動規制法

7.5kW以上の空気圧縮機を設置する場合、届出の対象となります。
各都道府県（地方自治体）により異なりますので、所轄の区市町村の公害担当
にお問い合わせください。

届出場所 事業所の管轄区の市役所及び町村役場の公害担当課

届出期日 設置工事開始の３０日前

届出内容 新設届、数等の変更届

３． 高圧ガス保安法 (旧 高圧ガス取締法)

の実施が義務化されました。

装置は適用除外となり、書類の届出 ・ 申請が不要となりました。

４． フロン排出抑制法 (旧フロン回収・破壊法）

【フロン回収破壊法】 が施行され、第一種特定製品として扱われます。

① エアードライヤを廃棄する場合には、製品に充填されているフロン類の
回収が義務付けられています。

② フロン類をみだりに大気に放出した場合は処罰の対象となります。
(１年以下の懲役または５０万円以下の罰金)

③ フロン類の冷媒番号及び充填量は、製品銘板に記載されています。

製品 (エアードライヤ) に充填されているフロン類は回収が必要です。必ず都道府県に登録
された専門の回収業者に依頼し、既定の回収処理を行ってから廃棄して下さい。

２０１５年 ４月１日より 【フロン排出抑制法】 が施行され、冷凍式エアードライヤの簡易点検

３ヶ月に１回以上の目視点検の実施、および点検記録の保存が必要となります。

ご使用になられる前に、必ず下記の空欄に記入して下さい。お問合せの際に便利です。

形 式

製 造 番 号

購 入 年 月 日

購 入 先 TEL

使 用 開 始 年 月日
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添付資料

使用開始年月日　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

3

管及び弁の損傷の有無

b) 圧力計は誤差が無いか確認 目視

a) 安全弁は最高使用圧力以下で
・・作動するか確認

目視

第 二 種 圧 力 容 器 定 期 自 主 検 査 表

点 検 項 目 点検方法 １年目 ２年目 ３年目

1
本体の損傷の有無
・(亀裂及び変形)

目視

2
ふたの締付ボルトの摩耗の有無
・・(点検用マンホールのボルト)

目視



〈販売会社又は施工業者の方へお願い〉

この取扱説明書は、お客様に必ず渡して下さい。
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